
 

パブリックコメント募集要領 

 

松本市文化芸術推進基本計画（改訂案）について、皆さんのご意見をお寄せください。 

    

  ■公表する資料 

   １ パブリックコメント募集要領 

２ 案件概要書 

３ 松本市文化芸術推進基本計画（改訂案） 

  ■閲覧場所 

   文化振興課（松本市役所大手庁舎５階）、松本市行政情報コーナー（松本市役所本庁舎 1

階）、各地区地域づくりセンター、松本市音楽文化ホール（島内４３５１）、松本市波田

文化センター（波田１０１０６―１）、まつもと市民芸術館（深志３－１０－１） 

 

  ■意見の募集期間 

   令和６年１１月２０日（水）から令和６年１２月２０日（金）まで【締切日当日必着】 

 

  ■意見を提出できる方 

   １ 市内に住所を有する方        ２ 市内に事務所又は事業所を有する方 

   ３ 市内の事務所又は事業所に勤務する方 ４ 市内の学校に在学する方 

５ 計画等に利害関係を有する方 

 

  ■意見の提出方法 

   次のいずれかの方法で、提出してください。 

１  文化振興課へ直接提出 

２ 郵   送 〒３９０－０８７４ 松本市大手３丁目８番１３号 文化振興課宛 

３ Ｆ Ａ Ｘ ０２６３－３４－３０１８ 

４ 電子メール bunkashinko@city.matsumoto.lg.jp 

 

  ■意見提出の際にご留意いただきたい事項 

１ ご意見は、基本計画（改訂案）のどの部分に対するものか、項目等を明記してご記

入ください。 

２ 意見記録の正確さを期すため、電話や口頭によるご意見はお受けしておりませんの

で、あらかじめご了承ください。 

３ ご意見を提出される方の、氏名、住所、電話番号、事務所名等を明記してください。

また、案について利害関係のある方は、利害関係を有することを証する事項を明示し

てください。（氏名等は公表しませんが、内容等が不明の場合は、お電話等でお問合せ

をさせていただく場合があります。） 

４ 意見等提出に係る責任の所在を明確にすること及び内容の確認を行う可能性がある

ことなどから、原則として匿名の場合は取り扱わないこととします。 

 

  ■意見の公表 

後日、募集の結果、意見の反映状況などを市ホームページ等でお知らせします。 

また、提出いただいたご意見等への個別の回答はしませんが、希望される方には、意見

の反映状況等の一覧表をお送りします。 

 

  ■お問合せ先（所管課） 

   松本市文化観光部文化振興課 

    電 話 ０２６３－３４－３２９３ ＦＡＸ ０２６３－３４－３０１８ 

    メール bunkashinko@city.matsumoto.lg.jp 

 

http://gp5wi13bbee26.gprime.saas.jp/portal/index.html?module=office&controller=mail&exec=init#/registByMailAddress/address_str=bunkashinko%40city.matsumoto.lg.jp
mailto:bunkashinko@city.matsumoto.lg.jp

